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固定資産課税台帳の縦覧 

20日 ま で 税務 課 

昭和43年度固定資産税の基礎となる士地，家屋、償

却資産の課税台帳を、つぎのとおり関係者の縦覧に供

します0 

本年度は基準年度でありませんので、価格の変動は

ありませんが‘ 41年度からの負担調整措置が実施され

ている農地以外の土地については、それぞれの調整率

が加算されます。 

また，土地の売買、地目変更、家屋新増築、取りこ

わし等、固定資産の異動があった方は、かならず縦覧

ください0 

ロと き 43年 3月 1 日～20日（午前8時30分～ 

午後 4時、土曜日は正午まで） 

ロところ 市役所税務課 

か
 

受けつけは 3月 1日から 

文
明
の
利
器
で
あ
る
交
通
機

関
の
発
達
に
よ
り
、
悲
し
い
こ

と
で
す
が
、
年
々
人
命
の
損
傷

が
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

当
市
で
も
、
昨
年

一
年
間
に
 

百
五
十
二
件
の
交
通
事
故
で
、
 

三
人
が
死
亡
し
、
百
六
十
七
人

が
け
が
を
し
て
お
り
、
四
十
一

年
の
死
亡
し
た
方
二
人
、
け
が

を
し
た
方
九
十
五
人
に
く
ら
べ
 

〔直前横断、 左側通行は事故のも と 〕 
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“鷺
繊
織
 

・

ト
ー
 

一
 

七
十
三
人
の
多
く
に
達
し
て
お

り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
交
通
災
害
に
あ

つ
た
と
き
、
お
互
い
に
助
け
合

お
う
と
、
交
通
災
害
共
済
制
度

が
、
県
内
八
市
共
同
で
四
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
 

交
通
災
害
共
済
制
度
は
、

一

人
、
 一
年
分
三
百
六
十
円
と
い

う
少
な
い
掛
金

（
会
費
）
で
．
 

加
入
者
が
交
通
事
故
に
よ
つ
て

死
亡
し
た
と
き
は
、
五
十
万
円

の
見
舞
金
、
け
が
を
し
た
と
き

は
、
け
が
の
程
度
に
よ
つ
て
、
 

二
千
円
か
ら
●
十
万
円
ま
で
の

見
舞
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に

な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

共
済
の
期
間
は
、
み
な
さ
ん

が
会
員
と
な
つ
た
日
か
ら

一
年

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

加
入
で
き
る
方
は
、
当
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
方
、
お
よ
び
外
国
人
登
録

を
し
て
い
る
方
で
す
。
 

三
月
一
日
か
ら
、
市
役
所
と

各
支
所
の
窓
ロ
で
受
け
つ
け
を

は
じ
め
ま
す
が
、
万

一
の
交
通

事
故
に
備
え
て
、
こ
の
制
度
を

ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
家

族
み
ん
な
で
加
入
さ
れ
る
よ
う

お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。
 

こ
の
制
度
の
く
わ
し
い
こ
と

は
、
二
面
に
掲
載
し
ま
し
た
。
 

轡
灘
灘
織
綴
 

8市共同で4月スタ 



こ
の
共
済
て
の
 

交
通
事
故
と
は
 

加
入
で
き
る
人
 

死亡したとき 	 50万円 

治療期間 6 か月以上のけが 	10万円 

治療期間 3 か月以上のけが 	5万円 

治療期間 1 か月以上のけが 	2万円 

治療期間 1 週問以上のけが 	5千円 

治療期間 1 週間未満のけが 	2千円 

②
 

市政ニユース 

自
動
車
、
モ
ー
タ
ー

・バ
イ
ク

ト
ロ
リ
ー
．（
ス
、
自
転
車
、
荷

車
な
ど
に
乗
つ
て
い
て
、
衝
突

し
た
り
、
て
ん
落
、
て
ん
覆
し

た
り
し
た
事
故
、
歩
い
て
い
て

こ
れ
ら
の
車
輔
に
は
ね
ら
れ
た

り
、
ひ
か
れ
た
り
し
た
人
身
事

故
で
す
。
 

電
車
、
汽
車
、
航
空
機
、
船

ぱ
く
な
ど
に
よ
る
事
故
は
、

．対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
 

会
費
は

一
人
3
6
0
円
 

こ
の
制
度
は
、
市
民
の
み
な
 

さ
ん
が
、
 一
人
、
 一
年
分
と
し

て
三
百
六
十
円
を
納
め
て
会
員

と
な
り
、
不
幸
に
し
て
交
通
災

害
に
あ

つ
た
と
き
、
お
互
い
に

助
け
合
お
う
と
い
う
も
の
で
す
 

当
市
の
 
「住
民
基
本
台
帳
」
 

に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
、
外
国

人
登
録
を
し
て
い
る
方
が
加
入

で
き
ま
す
。
 

一
共
済
期
問
は
1
年
 

一
 

一
 

み
な
さ
ん
が
加
人
し
た
し
ま

す
と
、
そ
の
日
か
ら
一
年
間
に

市
内
．
市
外
ど
こ
で
も
交
通
災
 

害
に
あ
う
と
、
共
済
見
舞
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
 

た
だ
し
、
昭
和
四
十
三
年
三

月
三
十
一
日
以
前
に
申
し
込
ま

れ
た
方
は
、
四
月
一
日
か
ら

一

年
間
と
な
り
ま
す
。
 

申
込
み
は
市
役
所
か
 

支
所

へ
 

こ
の
制
度
は
、
県
内
八
市
共

同
で
、
四
月
一
日
か
ら
ス
タ

ー
 

ト
い
た
し
ま
す
が
、
市
役
所
保

険
衛
生
課
と
各
支
所
の
窓
ロ
で

は
、
三
月
一
日
か
ら
受
け
つ
け

を
は
じ
め
ま
す
。
 

窓
ロ
に
会
員

（
一
人
一
年
分

三
百
六
十
円
）
と
印
か
ん
を
ご

持
参
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
す
ぐ
会
員
証
を
さ
し
あ
げ

ま
す
。
 

会
員
証
は
、
な
く
し
な
い
よ

う
に
、
大
切
に
保
存
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
 

共
済
見
舞
金
は
 

死
亡
の
と
き
5
0万
円
 

一
 

会
員
が
交
通
災
害
を
う
け
て

死
亡
し
た
り
、
け
が
を
し
た
と

き
は
、
本
人
か
死
亡
し
た
方
の

遺
族
に
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
 

た
だ
し
、
け
が
を
し
た
方
で

そ
の
後
、
被
害
の
程
度
が
上
位

に
か
わ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
差

額
を
請
求
に
よ
り
支
給
し
ま
す

た
と
え
ば
、
け
が
を
し
た
と
き
 

治
療
期
間

一
週
間
で
あ
つ
た
が

治
療
期
間
が

ー
か
月
以
上
か
か

つ
た
と
き
は
、
 一
か
月
以
上
の

け
が
と
し
て
、
そ
の
差
額
を
支

給
し
ま
す
。
 

見
舞
金
の
請
求
は
 

ー
年
以
内
に
 

交
通
災
害
に
あ
つ
て
か
ら
一

年
以
内
に
、
市
役
所
で
見
舞
金

請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
 

、
 。
 

し
 見

舞
金
の
請
求
に
は
、
会
員

証
、
交
通
事
故
証
明
書
（
警
察

署
で
発
行
し
て
く
れ
ま
す
）
と

医
師
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。
 

会
員
の
転
出
と
資
格
 

会
員
が
共
済
期
間
中
に
，
市

内
か
ら
転
出
し
た
と
き
は
、
会

員
と
し
て
の
資
格
が
な
く
な
り

共
済
の
効
力
が
な
く
な
り
ま
す

た
だ
し
、
共
済
期
間
中
に
、
 

ふ
た
た
び
市
内
に
転
入
し
て
き

た
と
き
は
、
資
格
を
有
し
ま
す

か
ら
、
共
済
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

こ
の
共
済
は
、
県
内
八
市
共

同
で
す
か
ら
、
八
市
で
の
異
動

は
、
効
果
を
失
な
わ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。
 

見
舞
金
支
給
の
制
限
 

会
員
が
故
意
（
自
殺
な
ど
自

損
の
目
的
を
も
つ
た
場
合
）
 
に

交
通
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
と
き

は
、
そ
の
者
（
死
亡
し
た
と
き

は
、
そ
の
遺
族
）
 
に
は
、見
舞

金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

無
免
許
運
転
に
よ
る
事
故
は

そ
の
無
免
許
運
転
者
に
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
 

交
通
事
故
に
あ
つ
た
ら
軽
い

け
が
で
も
警
察
に
届
け
よ
う
 



民
年
金
に
加
入
（
六

十
歳
ま
で

の
方
）
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ

ん
。
 こ
れ
ら

に
該
当
す

る
と
き
 

証
 
は
、

国
民
年

金
係
ま
で
届
け
て

く
だ
さ

い
。
 

り
 

こ
の
場
合
、

国
民
年
金
と
他

の
公
的
年
金
が

通
算
さ
れ
て
支

給
さ
れ

ま
す
。
 

預
 

は
 

料
 

険
 

保
 

戸t→
、
」
三

v
/
l

ラ1こE火4、
寸
『

c」
、
 

の
 

金
 

令書で納付をーー一・一 

年
 

民
 

国
 

四
月
か
ら

国

民
年
金
保
険
料

の
徴
収
方
ひ
が

現
在
の
徴
収
員

に
よ
る
集
金
方

法
に
か
わ
つ

て

令
書

（
納
入
通

知
書
）
に
よ
る

こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
 

令
書
に

よ
つ

て
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
 

す
の
で
、
み
な
 

I‘ー
 

さ
ん
の
国
民
年

金
手
帳
は
、
全
部
市
役
所
で

一

括
し
て
保
管
し
保
険
料
が
納
入

さ
れ
ま
す
と
、
市
役
所
で
印
紙

を
は
り
、
所
定
の
手
続
き
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

＠
保
険
料

の
納
期
 

第
ー
期

（
4
・
5
・
6
月
分
）
 

6
月
末

日
ま
で

第
2
期
（
7
・
8
・
9
月
分
）
 

9
月
末
日
ま
で

第
3
期

（
1
0・
1
1・
1
2月
分
）
 

1
2月
2
8日
ま
で

第
4
期
ヘ

ー
・
2
・
3
月
分
）
 

3
月
末
日
ま
で

納
付
場
所
は
、
市
役
所

・
各

支
所
・
市
内
の
各
銀
行
で
す
。
 

⑥
手
帳
の
回
収
 

三
月
上
旬
に
納
入
組
合
員

の

方
は
組
合
へ
、

そ
の
他
の
方
は

連
絡
員
か
係
員

が
お
う
か
が
い

い
た
し
ま
す
か
ら
、
預
り
証
と

引
き
替
え
に
国
民
年
金
手
帳
を

お
渡
し
願
い
ま
ナ
。
 

ロ

一
月
分
か
ら
 

保
険
料
が
改
正
 

市政ニユース 

昭
和
四
十
四
年

一
月
分

か
ら

国
民
年
金
保
険
料
が
、

三
十
五

歳
未
満
の
方
は
二
百
五
十
円
に

三
十
五
歳
以
上
の
方
は
、
三
百

円
に
、、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
円
高
く

な
り
ま
す
。
 

ロ
保
険
料
の
 

免
除

申

請
 

⑧
 

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
方
は
、
免
除
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
ま
す
。

つ
ぎ
の
期

h
ま
で

に
令
書
と
叫
か
ん
を
持
参
し

て

国
民
年
◆
係
ま
で

お
い
で
く
だ

さ
い
。
 

四
月
か
ら

三
月
ま
で

の

ー
か

年
希
望

の
方
 
六
月
末
日
ま
で
 

七
月
か
ら

三
月
ま
で

の
九
か

月
希
望
の
方
 
九
月
末
日
ま
で
 

＋
月
か
ら

三
月
ま
で

の
六
か

月
希
望
の
方
 
十
ニ
月
二
十
八

日
ま
で
 

一
月
か
ら

三
月
ま
で

の
三
か

月
希
望
の
方
 
三

月
末
日

ま
で
 

保
険
料
を
免
除
し
た
場
合
は

老
令
年
金
の
支
給
額
が
、
免
除

し
た
月
分
の
み
三
分
の
二
少
な

く
な
り
ま

す
。
 

ロ
資
格
の
異
動
 

厚
生
年
金
、

共
済
組
合
、
そ

の
他
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し

た
場
合
は
、
国
民
年
金
の
資
格

が
な
く
な
り
ま
す
。
 

ま
た
、
こ
の
反
対
の
方
は
国
 

「
工
こ
 
八
多
 
工
」
 

芦
ブ
 
三
丘
 
言
刊
」
 

つ
ぎ
の
日
程
に
よ
り
国
民
健

康
保
険

「
受
診
証
」
 の
検
認
を

行
な
い
、
有
効
期
限
を
延
長
い

た
し
ま
す
。
 

こ
の
検
認
印
を

受
な
け
い
と

三
月
末
日
で
無
効
に
た
り
ま
す

か
ら
、
忘
れ
ず
に
検
認
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
 

ロ
検
認

日

程
 

3
月
1
5日
 
三
 
好
 

3
月
1
6日
 
中
 

川
 

3
月
1
8日
 
飯

詰
 

3
月
1
9日
 
長

橋
 

ロ
年
金
の
支
給
 

老
令
年
金
は
、

六
十
五
歳
か

ら
支
給
に
な

り
ま
す
が
、

障
害

年
金
、
母
子
年
金
、
遺
児
年
金

は
、
現
在
、
支
給

に
な
つ

て
お

り
ま
す
。
 

つ
ぎ
の
状
態

に
な
つ
た
方
は

国
民
年
金
係

に
届
け
て

く
だ
さ

い
。
 

障
害
年
金
…

病
気
、

け
が
で

障
害
に
な
つ

た
方
。
 

母
子
年
金

・
・夫
に
死
亡
さ

れ

十
八
歳
未
満
の
子
ど

も
と
残
さ

れ
た
妻
。
 

遺
児
年
金
…
両

親
に
死
亡
さ

れ
た
十
八
歳
未
満

の
子
ど
も
。
 

国
民
年

金
標

語
 

ロ
国
民
年
金
加

入
で
 

明
る
い
町
づ
く
り
 

ロ
老
い

の
日
の
 

幸
せ
き
づ

く
国
民
年

金
 

口
年
金
で
豊

か
に
暮
ら
す
 

第

一
一
の
 
人
生
 

の
 検
 
認
 

3
月
2
1日
 
七

和
 
支
所
 

3
月
2
2日
 
栄
 

支
 
所
 

3
月
2
3日
 
梅
沢
 

支
所
 

3
月
2
5日
 
松

島
 
支
所
 

3
月
2
6日
 
毘

沙
門
出
張
所
 

（
各
支
所
で

の
時
間
は
、

い
ず

れ
も
午
前
九

時
ー
午
後
三
時
）
 

3
月
1
5日
ー
2
6日
 
旧
市
内
の

方
は
、
市
役
所
保
険

衛
生
課

の
窓
ロ
（
平
日
は
、
午
前
八

時
三
十
分
ー
午
後
四
時
 
土

曜
日

は
午
前
八
時
三
十
分
ー
 

正
午
）
 

①
プ

ロ
パ
ン
容
器

は
、
使
用

期
限
を
書
く

こ
と
に
な
つ

て
い

ま
す
。
書
か
れ
て
い

な
い
も

の

や
、
期
限
切
れ
の
容
器

は
使
用

し
な
い
よ
う
に
し

ま
し

よ
う

②
プ

ロ
バ
ン
は
漏
れ

た
場
合

空
気
よ
り
重
い

の
で
低
い
と
）
】
 

ろ
に
滞
留
し
、

引
火
、
爆
発
し

や
す
い
か
ら
、
容
器

は
屋
外
の

通
風

の
よ
い
と
こ
ろ
に
置

き
ま

し
よ
5
。
 

③

コ
ツ
ク
、
 ゴ

ム
管
、
金
属

管
は
、
と
き
ど
き
ガ

ス
も
れ
が

な
い
か
を
調

べ
ま
し

ょ
う
。
 ガ

ス
も
れ
は
、
石
け
ん

水
を
筆
で

塗
る
と
ア
ワ
が
で

る
か
ら
．
す

ぐ
わ
か
り
ま
す
。
 

④
プ

ロ
パ
ン
は
、
都
市
ガ

ス

よ
り
燃
焼
に
は
多
量
の
空
気
を

必
要
と
し
ま
す
か
ら
、
プ

p
パ

ン
専
用
の
コ
ン

ロ
を
使
用
し
ま

し
よ
う
。
 

⑥
点
火
す

る
前

に
ガ
ス
も
れ

が
あ
る
と
、
臭
い

で
わ
か
る
の

で
、
注
意
し
ま
し

よ
う
。
 

⑥
点
火
後
は
、

プ

ロ
パ
ン
の

不
完
全
燃
焼
や
、
風
な
ど
に
よ

り
吹
き
消
え
た
り
し

な
い
よ
う

注
意
し
ま
し
よ
う
c
 

⑦
外
出
す
る

と
き
、
寝
る
と

き
、
使
用
を
終
つ

た
と
き

は
、
 

コ
ン
ロ
の
パ
ル
プ
、

壁
ぎ
わ
の

元
栓
を
完
全

に
し
め
ま
し
よ
う

⑧
容
器
は
、

勝
手

に
持
ち
歩

か
な
い
よ
う
に
し

ま
し
よ
う
。
 

す
べ
て
販
売
店

に
ま
か
せ
ま
し

よ
う
。
 

⑨

コ
ン
口
、
 ゴ
ム
管
な
ど

は

い
つ
も
よ
く
手
入

れ
し

て
お
き

調
子
が
お
か
し

い
と
き
は
、
勝

手
に
い
じ

ら
ず
、
販
売
店
に
ま

か
せ
ま
し
よ
う
。
 

⑩
万
一
、
事
故
が
発
生
し

た

と
き
は
、
ま
ず
容
器

の
元
栓
を
 

し
め
、
戸
を
開
き
、

つ
ぎ
に
附

近
の
人
に
大
声
で

知
ら

せ
ま
し

よ
う
。
 

支支支支 

所所所所 

国
民
健
康
保

険
加
入

者
へ
 

一
般
家
庭
の
 

火

災
予
防
 

ロ
ブ

ロ
パ
ン
ガ
ス
安
全
 

取
り
扱
い
十
か
条
 



④ 市政ニユース 

日 0
 

〔
ノ‘
 

ら
 

、
 

ユH
 

［口
 

1 .4.5.13.16.18.26日 

2.4. 5. 6. 14. 15. 18. 19. 20. 27, 28 H 
8.9.11. 19.21 .22.29 H 
6.7.8. 19.21 .22.30 H 
9.11.23.25日 

7.8.9. 12. 13. 22. 23. 25 . 26. 27日 

5. 6. 12. 13. 16. 18. 29. 30 H 
7 .8. 9 . 19. 21. 22 H 
1.2.6.7.14.15.23.27・28 H 

1.2.M．巧日 

11. 12. 23. 25. 26. 27日 

11 一 12.23.25日 

1.2.4.5.14.15.16.18.25.26.28.29 H 
13.28日 

21.30日 

町
町
町
町
町

町
町

町
町
町
町

町
町

町
町
 

原
慧
 

端
 
谷
 
田
 
広
 

柏
上

下
大

寺

川
本
東
鎌
新
柳

成
田
栄
末
 

毎週火曜日 旭町 

毎週水曜日 錦町、幾島町、さつき町 

毎週木曜日 敷島町、雛田、東雲町 

毎週金曜日 元町、弥生町、平井町、新宮末広町、 

岩木町、中平井町、布屋町 

第1.3日曜日 平和町、千鳥町、十川町，下平井町住 

宅、田園調布、松島団地 

◇定位置定日集収地域◇ 

3 月 ごみ処理 日 程 

ロ積雪のため、日時の変更もありますロ 

昨
年
の
十
一

月
三
十
日
ま
で
 

に
五
所
川
原
市

に
転
入
し
 
三

月
一
日
ま
で
に

市
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
登
録

の
申
出
を
さ
れ

た
人
、
い
ま
ま

で
選
挙
人
名
簿

に
登
載
さ
れ
て

い
な
い
人
で
、
 

ー
 
昭
和
四
十
三
年
 

月
 
か
襲
影
柳
 

で
満
一
一
十
歳
 

（
昭
和
二
十
1
1
一

年
三
月
二
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
 

人
）
に
な
る
人
で
、
市
の
選
挙

管
理
委
員
会
に
申
出
さ
れ
た
人

は
三
月
三
十
日
確
定
の
永
久
選

挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
ま
す
が

こ
の
選
挙
人
名
簿
に
つ
い
て
、
 

脱
漏
、
ま
た
誤
載
の
な
い
よ
う

に
．
つ
ぎ
に
よ
り
縦
覧
さ
せ
ま
 

簡
易
保
険
の
団
体
 

貸
付
の
ご
利
用
を
 

郵
便
局
が
み
な
さ
ん
か
ら
毎

月
お
あ
づ
か
り
し
て
い
る
簡
易

保
険
料
は
積
み
立
て
ら
れ
、
市

町
村
な
ど
の
地
方
公
共
団
体
に

融
資
し
、
学
校
、
住
宅
、
道
路

な
ど
の
建
設
に
役
立
ち
、
み
な

さ
ん
の
生
活
と
結
び
つ
い
て
お

り
ま
す
。
 

こ
の
ほ
か
に
加
入
者
に
直
接

資
金
を
融
資
す
る
、
す
ば
ら
し

い
制
度
が
あ
り
ま
す
。
 こ
れ
が

団
体
貸
付
で
す
。
 

団
体
貸
付
は
、
町
内
会
な
ど

地
域
グ
ル
ー
プ
の
加
入
者
が
十

五
人
以
上
集
つ
て
団
体
を
つ
く

り
、
共
同
で
利
用
す
る
施
設
を

対
象
に
、
簡
易
保
険
の
積
立
金

を
融
資
す
る
制
度
で
す
。
 

融
資
額
は
、
毎
月
の
保
険
料

の
三
十
倍
ま
で
で
、
秒
忌
は
年

六
分
と
い
う
低
利
で
、
三
年
間

お
貸
し
い
た
し
ま
す
。
 

団
体
で
保
険
料
を
ま
と
め
て

払
い
込
む
と
、
毎
月
七
分
の
割

引
き
に
な
り
ま
す
。
 

（郵
便
局

）
 
 

す
。
 登
録
の
確
認
を
し
て
く
だ

さ
い
。
 

ロ
登
録
ま
た
は
抹
消
す
ぺ
 

き
者
の
決
定
の
期
限
 

昭
和
四
十
三
年
三
月
十
日
 

ロ
縦
覧
の
期
限
 

三
月
十
一
日
 
ー
 三
月
二
十
日
 

（
午
前
八
時
三
十
分
ー
午
後
五

時
 
土
曜
、
日
曜
も
同
じ
）
 

ロ
名
簿
の
確
定
 

昭
和
四
十
三
年
三
月
三
十
日

ロ
縦
覧
の
場
所
 

市
選
挙
管
理
委
員
会
 

市
・
商
工
会
議
所
・
ロ
ー
タ

リ
・
ク
ラ
ブ

の
共
催
に
よ
る
第

十
三
回
模
範
店
員
従
業
員
表
彰

式
は
、
二
月
十
六
日
商
工
会
議

所
ホ
ー
ル
で
お
ニ
な
わ
れ
ま
し

た
。
 

表
彰
者
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り

で
す
。
 

〇
2
0年
以
上
勤
続
者
 

藤
田
留
作

（
鶴
又
原
薬
舗
）
 

〇
1
0年
以
上
勤
続
者
 

原
洋
悦
（
小
野
建
設
）
 
駒
井

周
一
、
木
村
良
司
、
工
藤
孝
雄
 

（
鶴
又
）
 
高
橋
正
幸
（
川
村

製
備
所
）
 
山
内
正
弘
（
鶴
谷

建
設
）
 
加
藤
止
行
（
神
壁
材

料
店
）
 
加
藤
思
美
子
（
K
K
 

献
血
に
ご
協
力
を
 

献
血
は
、
万

一
に
備
え
て
預

血
し
て
お
く
制
度
で
す
。
 

毎
月
第

一
木
曜
日
と
第
三
木

曜
日
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま

で
、
西
北
中
央
病
院
前
で
移
動

採
血
車
に
よ
る
献
血
を
行
な
つ

て
お
り
ま
す
。
 

あ
な
た
の
た
め
、
重
い
病
気

や
、
大
け
が
で
苦
し
ん
で
い
る

人
々
の
尊
い
生
命
を
守
る
た
め

健
康
な
血
を
献
血
い
た
し
ま
し
 

マ
ル
チ
ン
）
 
森
か
つ
江
、
佐

藤
兵
衛
（
中
三
）
 
一
戸
幸

一
 

（
朝
比
奈
塗
装
店
）
 
原
清
次

郎
 
（
ペ
ン
キ
天
竜
）
 
中
野
賢

次
、
新
谷
又
四
郎
、
木
村
直
太

郎
（
五
所
川
原
商
事
）
 
蒔
田

栄
（
福
原
熔
接
）
 
若
松
宣
江
 

（
モ
ー
ド
ミ
ヤ
カ
ワ
）
 
奥
田

フ
サ
 
（
丸
友）
 山
中
弘
昭
 
（
丸

柾
青
果
）
 
貴
田
の
り
子
（
主

婦
の
店
）
 

〇

5
年
以
上
勤
続
者
 

横
村
佐
知
子
（
鎌
田
漆
器
店
）
 

ほ
か
5
0人
 

〇
功

労
者
 

蒔
田
礼
子

（
村
上
税
理
士
）
 
ほ

か
1
6人
 

よ
う
。
 

ロ
愛
の
血
は
 
い

つ
も
 

だ
れ
か
の
笑
顔
を
つ
く
る
 

ロ
献
血
で
健
康
の
喜
び
を
 

わ
か
ち
合
い
ま
し
よ
う
 

…
・転
居
の
エ
チ
ケ
ツ
ト
 

三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
学

生
、
生
徒
さ
ん
が
卒
業
、
進
学

就
職
の
た
め
住
所
を
変
え
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
 

転
居
し
た
と
き
は
、
友
人
、
 

知
人
な
ど
に
連
絡
す
る
の
が
ェ

チ
ケ
ツ
ト
で
す
。
 同
時
に
旧
住

所
の
配
達
を
受
け
も
つ
郵
便
局

へ
も
転
居
の
通
知
を
だ
し
ま
し

よ
う
。
 

郵
便
局

へ
転
居
の
通
知
を
す

る
用
紙
は
．
郵
便
局
の
窓
ロ
の

ほ
か
、
市
役
所
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
。
 

選挙人名 簿 の 縦覧 

模
 
範
 
店
 

員
 

従
 
業
 
員
 
を
 
表
 
彰
 

くわしくは、市役所市民課へ 
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